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福
岡
県
地
域
医
療
医
師
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
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（
福
岡
県
地
域
医
療
医
師
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
地
域
医
療
医
師
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
福
岡
県
規
則
第

二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
三
条
第
二
項
中
「
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
診
療
科
等
」
を
「
及
び
総
合
診
療
」
に
改
め

る
。

　

（
福
岡
県
地
域
医
療
医
師
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
地
域
医
療
医
師
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成

二
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
第
二
項
中
「
規
定
」
の
下
に
「
（
第
三
条
第
二
項
の
規
定
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

３　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
地
域
医
療
医
師
奨
学
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
第
三
条
第
二

項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日
前
に
奨
学
金
の
貸
与
を
開
始
し
た
者
に
お
い
て
は
、

同
項
中
「
外
科
」
と
あ
る
の
は
「
外
科
（
脳
神
経
外
科
及
び
整
形
外
科
等
の
外
科
標
榜
科
を
含
む

。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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